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遊 学 館
～桂林公民館だより～

令和5年1月8日（日）に『令和5年日田市20歳の集

い』がパトリア日田にて開催されました。

成人年齢が18歳に引き下げられましたが、昨年まで

と同様20歳の方を対象として実施され、桂林校区から

は男性27名、女性19名の計46名が参加し、日田市全

員では533名の参加がありました。

式典以外は実行委員会による初めての自主運営の集

いとなり、様々な工夫をされ、とても心に残る式典に

なったと思います。

20歳を迎えられた皆様の今後のご活躍を祈念いたし

ます。おめでとうございました。 桂林地区代表として城内新町の岩下

さんが記念品を受け取られました

イラスト著作権がくげい
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男の料理教室
『ちらし寿司と茶わん蒸し』

女性セミナー『手話体験』

2月17日

2月24日

3月2日 ぶらりと歩こう会平日班

3月4日
チャレンジスクール
『閉講式』

すずめの学校

チャレンジスクール
『チョコレート作り』

寿考教室『健康体操』 ぶらりと歩こう会土曜班2月25日

2月8日

2月14日

家庭教育講演会

2月4日 2月15日

チャレンジスクール『木工体験』

今後の予定

本人通知制度について

代理人とは、委任状により代理人と定められた人物です。

代理人以外の方とは、自己の権利の行使又は義務の履行の

ため、住民票の写し等を請求する「正当な理由」がある個

人又は法人及び国家資格を持つ8業士をいいます。（8業士

とは、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会

保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士です。）

この制度は、事前に登録した方の戸

籍謄本や住民票の写しなどを第三者

（本人の代理人又は代理人以外の

方）に交付した場合に、交付した事

実を登録者本人にお知らせする制度

です。（証明書の交付を制限するも

のではありません。）

身元調査のためなど不正請求や不正

取得の抑止を図ることを目的として

います。

詳しくは日田市市民環境部市民課戸籍係まで

お問い合わせください

℡ 22-8252

1月21日（土）に講師に髙村木材の髙村真志さんと髙村真理さん

をお迎えして木工体験を行いました。

はじめに日田の杉の話しからです。杉や木々が人間の二酸化炭素

を吸って酸素を供給してくれていること。日田の杉は人工的に植え

た人工林が多く、計画的に木材の使用を考えないといけないこと、

また山の木が災害を防ぐ役目を担ってくれていることなどを実験を

通して教えてくれました。また木製のスプーンが温かみがある理由

などもわかりやすく説明していただき、子どもたちも目で見て実際

に触れてみて実感していました。

座学の後はティッシュボックス作りです。一人ひとり材料とかな

づち、釘をもらい早速作ります。

はじめの釘を打つのが少しずれたりするので難しかったですが、

大きい枠ができてしまえば、あとの作業は順調にできていました。

作業の順番を間違えるハプニングがあったものの、だいたいみん

な同じ時間で作り上げることができました。ケガすることなくみん

な上手に作れており、とてもうれしそうでしたね♪

みんながふるさと日田の杉に興味を持ち、環境などについて考え

る時間になったと思います。ぜひお家で家族の方とお話しして大事

にティッシュボックスを使ってほしいと思います☆

山の土と庭の土で水のため具合や

にごり具合を確認しました

イラスト著作権がくげい


